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下水道課

必ず下水道課まで届出をお願いします。



・ひろしま農業協同組合

市税、受益者負担金、下水道使用料を滞納していないこと

・もみじ銀行　　・中国銀行　　・中国労働金庫　　・広島みどり信用金庫
・両備信用組合　　・ひろしま農業協同組合



・ひろしま農業協同組合

下水道の使用開始、休止、廃止、名義変更等は必ず下水道課へ届出をしてください。

　使用料は、毎月の請求になります。「納付書・口座振替」による納付を
選択することができます。　　　　　

■使用状況の変更

■下水道使用料金表

（井戸水を使用されるご家庭の場合は、「4人世帯1ヵ月25㎥」を基準とし、1人増減する
　ごとに6㎥増減して認定します。事業用の場合は別途認定します。）　



建設部下水道課建設部下水道課

建設部下水道課

〒728-0021 三次市三次町501番地 （寺戸浄水場内）

●受益者負担金・融資あっせんについて
建設部下水道課管理係　　　　　　☎（０８２４）６２－６１５１

建設部下水道課建設係　　　　　　☎（０８２４）６２－６１０７

●下水道本管工事について●下水道本管工事について

株式会社暮らしサポートみよし　　☎（０８２４）６２－４８４３

●排水設備工事・指定工事店・使用料について


